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本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
栄
養
教
諭
の
制
度
を
創
設
し
、
栄
養
教
諭
を
小
中
学
校
等
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
職
務
、

免
許
、
身
分
、
定
数
、
給
与
費
の
負
担
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

二
、
大
学
の
薬
学
を
履
修
す
る
課
程
の
う
ち
、
薬
剤
師
養
成
を
目
的
と
す
る
も
の
の
修
業
年
限
を
六
年
と
す
る
こ
と
。

三
、
こ
の
法
律
は
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
薬
学
を
履
修
す
る
課
程
の
修
業
年
限
に
関
す
る
規

、

。

定
は
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

栄
養
教
諭
の
免
許
制
度
に
関
す
る
規
定
は
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と


